
現行の第２次計画（令和４～８年度）が来年度末で終期を迎えることから、現行の推進計画の性格をもとに、関係法令・施策の改正点のほか、社会情勢の変化を踏まえ策定する。
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※現行計画の性格をもとに、関係法令・施策の改正点のほか、社会情勢の変化を踏まえ策定


